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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
（
第
百
五
十
九
回
国
会
閣
法
第
三
五
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
急
速
な
少
子
化
の
進
行
等
を
踏
ま
え
、
育
児
休
業
の
対
象
者
や
期
間
の
見
直
し
、
子
の
看
護
休
暇
制
度
の
創

設
等
労
働
者
が
育
児
や
介
護
を
行
い
つ
つ
働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

育
児
休
業
期
間
の
延
長

子
が
満
一
歳
と
な
っ
た
日
以
後
の
期
間
に
お
い
て
も
、
休
業
す
る
こ
と
が
雇
用
の
継
続
の
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
事
業
主
へ
の
申
出
に
よ
り
、
子
が
一
歳
か
ら
一
歳
六
か
月
に
達
す
る
ま
で
育
児
休
業
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

２

介
護
休
業
の
取
得
回
数
制
限
の
緩
和

事
業
主
へ
の
申
出
に
よ
り
、
対
象
家
族
一
人
に
つ
き
、
要
介
護
状
態
ご
と
に
介
護
休
業
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
日
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数
は
通
算
し
て
九
十
三
日
ま
で
と
す
る
。

３

育
児
休
業
、
介
護
休
業
の
対
象
労
働
者
の
拡
大

期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
う
ち
、
当
該
事
業
主
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
一
年
以
上
あ
る
等
の
一

定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
、
事
業
主
へ
の
申
出
に
よ
り
育
児
休
業
及
び
介
護
休
業
が
で
き
る
労
働
者
の
範
囲
に

加
え
る
も
の
と
す
る
。

４

子
の
看
護
休
暇
の
新
設

イ

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
は
、
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
子
の
世
話
を

行
う
た
め
に
、
事
業
主
へ
の
申
出
に
よ
り
、
当
該
年
度
に
お
い
て
五
日
間
を
限
度
と
し
て
看
護
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ロ

事
業
主
は
、
労
使
協
定
で
子
の
看
護
休
暇
が
取
得
で
き
な
い
と
さ
れ
る
労
働
者
の
場
合
を
除
き
、
労
働
者
か
ら
の
申

出
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
事
業
主
は
、
子
の
看
護
休
暇
の
申
出
や
取
得
を
理
由
と
し
て
、
労
働
者
に
対
し
て
解
雇
等
の
不
利
益
な
取
扱

い
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
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二
、
雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正

１

育
児
休
業
期
間
を
一
歳
六
か
月
ま
で
延
長
す
る
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
育
児
休
業
給
付
の
給
付
期
間
の
延
長
等
を
行
う
も

の
と
す
る
。

２

介
護
休
業
の
取
得
回
数
の
制
限
の
緩
和
に
合
わ
せ
て
、
介
護
休
業
給
付
の
支
給
回
数
の
制
限
の
緩
和
等
を
行
う
も
の
と

す
る
。

三
、
船
員
保
険
法
の
一
部
改
正

育
児
休
業
給
付
及
び
介
護
休
業
給
付
に
つ
い
て
、
雇
用
保
険
法
と
同
様
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
有
期
契
約
労
働
者
に
係
る
育
児
休
業
制
度
等
に
つ
い
て
の
検
討
条
項
を
加
え
る
修
正
が
行
わ
れ

た
。


